
第 1 章 第２節 下水の定義 
 

４  大治町の公共下水道  
本町の公共下水道は、日光川下流流域関連公共下水道として整備を

進めており、排除方式として分流式を採用している。  
現在は、汚水の公共下水道のみを都市計画決定し、事業化している。  

（１）  日光川下流流域下水道  
  日光川下流流域下水道は、大治町を始め、津島市、愛西市、弥富市、

あま市及び蟹江町を対象としており、愛知県が事業主体として、幹線

管渠、３つの中継ポンプ場及び日光川下流浄化センターを整備してい

る。  
 

（２）  大治町公共下水道  
本町下水道計画区域は、行政区域面積６５９ｈａのうち、市街化区  

域全域の６１１ｈａである。  
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第６章 関係法令 
 

第１６条  使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量

（以下「排出量」という。）に応じ、別表に定めるところにより算定し

た額とする。ただし、その額に１円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り捨てる。  

２  排出量を隔月に認定する場合は、２使用月に排除した汚水の量の２

分の１の量を排出量とみなす。  

３  排出量の認定は、次に定めるところによる。  

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、２以上

の使用者が給水装置を共有又は共用で使用している場合において、そ

れぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞ

れの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。  

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量を排出量とみなし、

当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。  

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して排除した場合は、使用者の使用

の態様を勘案して町長が認定する。  

(4) 製氷業その他の事業の営業で、その営業に伴い使用する水の量が公

共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、排

出量及びその算出の根拠を記載した申告書を、町長が別に定める日ま

でに提出しなければならない。この場合において、前３号の規定にか

かわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその排出量を認定す

るものとする。  

（資料の提出）  

第１７条  町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用

者から資料の提出を求めることができる。  

（管理人の選定）  

第１８条  排水設備等を共同で使用する場合の使用者は、この条例で定

める使用者に関する事項を処理するため管理人を選定し、町長に届け

出なければならない。管理人を変更した場合も同様とする。  

   第５章  雑則  

（改善命令）  

第１９条  町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排

水設備等の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等

の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。  

（行為の許可）  

第２０条  法第２４条第１項の許可を受けようとする者は、申請書に必

要な書類を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事

項を変更しようとするときも、同様とする。  

（許可を要しない軽微な変更）  
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第６章 関係法令 
 

第２１条  法第２４条第１項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道

の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は

工作物その他の物件（以下「物件」という。）で同項の許可を受けて設

けた物件（地上に存する部分に限る。）に対する添加であって、同項の

許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものとする。  

（占用の許可）  

第２２条  公共下水道の敷地又は排水施設に物件（以下「占用物件」と

いう。）を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しよう

とする者は、申請書に必要な書類を添付し提出して、町長の許可を受

けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとする場合も、

同様とする。  

２  占用物件の設置について法第２４条第１項の許可を受けたときは、

その許可をもって前項の許可とみなす。  

３  町長は、前２項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。た

だし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件につい

ては、この限りでない。  

４  占用料の額、徴収方法等については、大治町道路占用料条例（平成

１７年大治町条例第１８号）の規定を準用する。  

５  占用の期間は、５年以内とし、期間が満了した場合において町長が

必要と認めたときは、その許可を更新することができる。ただし、公

共下水道に下水を継続して排除することを目的とする占用物件につい

ては、この限りでない。  

（原状回復）  

第２３条  前条第１項及び第２項の占用の許可を受けた者は、その占用

の期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったと

きは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければな

らない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めた

ときは、この限りでない。  

２  町長は、前条第１項及び第２項の占用の許可を受けた者に対して、

前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置につい

て必要な指示をすることができる。  

（手数料）  

第２４条  町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者

から当該各号に定める額の手数料を徴収する。  

(1) 下水道排水設備指定工事店の指定  １件につき１万円  

(2) 責任技術者の登録  １件につき２千円  

２  前項の手数料は、申請の際に徴収する。  

３  既に徴収した手数料は、還付しない。  
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第６章 関係法令 
 

（使用料等の減免）  

第２５条  町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、こ

の条例で定める使用料又は占用料を減額し、又は免除することができ

る。  

（委任）  

第２６条  この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な

事項は、規則で定める。  

   第６章  罰則  

第２７条  次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の過料に処

する。  

(1) 第５条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等の工事を

行った者  

(2) 第６条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行った者  

(3) 第７条第１項、第８条第１項、第１３条、第１４条第１項又は第１

８条の規定による届出を怠った者  

(4) 第１０条、第１１条又は第１２条の規定に違反した使用者  

(5) 第１７条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は

怠った者  

(6) 第１９条の規定による命令に従わなかった者  

(7) 第２０条又は第２２条第１項の許可を受けないで当該行為をし、又

は占用した者  

(8) 第２３条第１項の規定による原状回復をしなかった者  

(9) 第２３条第２項の規定による指示に従わなかった者  

(10) 第５条第１項、第２０条若しくは第２２条第１項の申請書若しくは

書類、第５条第２項本文の申請書、第１４条第１項の届出書、第１６

条第３項第４号の申告書又は第１７条の資料で不実の記載のあるもの

を提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者  

２  詐欺その他不正の行為により使用料又は占用料の徴収を免れた者に

対しては、その免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当す

る金額が５万円を超えないときは、５万円とする。）以下の過料に処す

る。  

第２８条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業員が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたとき

は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の過料を

科する。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

別表（第１６条関係）  
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第６章 関係法令 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
区分  

基本使用料（１使用

月につき）  
従量使用料（１使用月につき）  

排出量  使用料  排出量  
金額 

（１立方メート

ルにつき） 
 
一 般

用  

 
10 立方

メ ー ト

ル以下  

 
1188 円  

１０立方メートルを超え２０立

方メートル以下 
１１８．８円  

２０立方メートルを超え３０立

方メートル以下 
１２９．６円  

３０立方メートルを超え５０立

方メートル以下 
１６２．０円  

５０立方メートルを超え１００

立方メートル以下 
１９４．４円  

１００立方メートルを超え３０

０立方メートル以下 
２２６．８円  

３００立方メートルを超えるも

の 
２５９．２円  
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第６章 関係法令 
 

様式第１０号(第９条関係) 

 
排水設備設置義務免除決定通知書 

 
年  月  日 

  
            様 
                           大治町長          印 
 
    年  月  日付けで申請のありました排水設備の設置義務免除の許可について、次の

とおり決定しました。 
 

申請区分 
□新規   □更新（   年  月  日 第      号） 
      □変更（   年  月  日 第      号）    

□許可する    □許可しない 

許可番号 第            号 

設置場所 大治町 

水道装置番号 第            号 

除害施設 
種類           

構造  

除害施設の使用方法  処理方法  

汚水の放流量 
月平均           ㎥ 

日最大           ㎥ 

汚水の放流先  

水質管理責任者 氏名                     

許可条件  

許可しない理由  

 

この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3

か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを 

知った日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、 

町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、処分の取消しの訴え  

を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6  

か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該  

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、処分の取

消しの訴えを提起することができます。 

 

大治町下水道条例施行規則 
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第６章 関係法令 
 

様式第１１号(第１０条関係) 

 
除害施設管理責任者   届 

 
 

年  月  日 
 
大治町長    殿 

                          申請者 
                           住所 
                           氏名            ㊞ 
                           (電話            ) 
 
 除害施設の維持管理に関する業務を担当する管理責任者を選任しましたので、次のとおり届 
け出ます。 
 

届出区分 □選任   □変更   

確認番号  

工場又は事業所の 

所在地(設置場所) 
大治町 

工場又は事業所の名称  

除害施設の種類  

除害施設管理責任者 

住所 

ふりがな 

氏名 

電話 

選任・変更年月日       年    月    日 

備考  

（注）１ 法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

２ 変更の場合は、旧除害施設管理責任者氏名を備考欄に記入すること。 

 

 

 

 

 

 

選任 
変更 
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第６章 関係法令 
 

様式第２０号(第２２条関係) 

 
 

公共下水道使用料(占用料)減免決定通知書 
 

年  月  日 
 
             様 
 
                           大治町長          印  
 
 
    年  月  日付けで申請のありました公共下水道の使用料(占用料)について、次のと

おり決定しました。 
 

決定区分 
□使用料   □占用料 

□免除    □減額     □却下 

設置・占用場所 大治町 

当初決定額  

減免額  

減免後の金額  

却下理由  

 

この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3

か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを 

知った日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年

を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 

この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、 

町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、処分の取消しの訴え  

を提起することができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6  

か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴

えを提起することができなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該  

審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、処分の取

消しの訴えを提起することができます。 
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第６章 関係法令 
 

（３ ） 大 治町 下 水 道 事業 受 益 者負 担 に 関 する 条 例  

平成 ２ １ 年１ １ 月 ２ 日  

条例 第 １ ７号  

（ 趣 旨 ）  

第１ 条  この 条 例 は 、公 共 下 水道 に 係 る 事業（ 以 下「 事 業」とい う 。）に

要 す る 費 用の 一 部 に 充て る た め、 都 市 計 画法 （ 昭 和４ ３ 年 法 律第 １０

０ 号 ）第 ７ ５条 の 規 定に 基 づ く受 益 者 負 担金（ 以 下「 負 担金 」と いう 。）

の 賦 課 及 び徴 収 に 関 し、 必 要 な事 項 を 定 める も の とす る 。  

（ 受 益 者 ）  

第２ 条  この 条 例 に おい て 「 受益 者 」 と は、 事 業 によ り 築 造 され る 施設

を 使 用 し て汚 水 を 排 除し よ う とす る 土 地 の所 有 者 をい う 。 た だし 、地

上 権 、 質 権又 は 使 用 貸借 若 し くは 賃 貸 借 によ る 権 利（ 一 時 使 用の ため

に 設 定 さ れ た 地 上 権 又 は 使 用 貸 借 若 し く は 賃 貸 借 に よ る 権 利 を 除 く 。

以 下 「 所 有 権 以 外 の 権 利 」 と い う 。） の 目 的 と な っ て い る 土 地 に つ い

て は 、 土 地の 所 有 者 及び 土 地 の所 有 権 以 外の 権 利 を有 す る 者 が協 議し

て 、 土 地 の所 有 権 以 外の 権 利 を有 す る 者 を当 該 土 地に 係 る 負 担金 の徴

収 を 受 け る べ き 者 と し て 定 め た 場 合 に は 、 そ の 者 を 受 益 者 と み な す 。 

２  町 長 は、 排 水 区 域内 に お ける 土 地 区 画整 理 法 （昭 和 ２ ９ 年法 律 第１

１ ９ 号 ） によ る 土 地 区画 整 理 事業 の 施 行 に係 る 土 地に つ い て 仮換 地の

指 定 が 行 われ た 場 合 にお い て 必要 が あ る と認 め る とき は 、 換 地処 分が

行 わ れ た もの と み な して 、 受 益者 を 定 め るこ と が でき る 。  

（ 賦 課 対 象区 域 の 決 定等 ）  

第３ 条  町長 は 、 負 担金 を 賦 課し よ う と する と き は、 負 担 金 を賦 課 しよ

う と す る 区 域 （ 以 下 「 賦 課 対 象 区 域 」 と い う 。） を 定 め 、 こ れ を 告 示

し な け れ ばな ら な い 。  

２  賦 課 対象 区 域 は 、前 項 の 告示 の 日 に おい て 既 に事 業 を 施 行し て いる

か 、 又 は 当該 年 度 内 に事 業 を 施行 す る こ とが 予 定 され る 区 域 でな けれ

ば な ら な い。  

３  町 長 は、 賦 課 対 象区 域 外 の受 益 者 （ 以下 「 区 域外 流 入 者 」と い う。）

が 申 出 を した 場 合 に おい て は 、第 １ 項 の 規定 に か かわ ら ず 、 当該 区域

外 流 入 者 を負 担 金 を 賦課 す べ き者 と し て 定め る こ とが で き る 。こ の場

合 に お い ては 、 町 長 が負 担 金 を賦 課 す べ き者 と 定 めた 時 を も って 、第

１ 項 の 告 示が あ っ た もの と み なす 。  

（ 負 担 金 の額 ）  

第４ 条  受益 者 が 負 担す る 負 担金 の 額 は 、当 該 受 益者 が 大 治 町下 水 道条

例 (平 成 ２ １ 年 大 治 町 条 例 第 １ ６ 号 )第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 計 画 の

確 認 （ 以 下 「 計 画 の 確 認 」 と い う 。） を し た と き に 所 有 し 、 又 は 所 有

権 以 外 の 権利 を 有 す る土 地 で 前条 第 １ 項 の規 定 （ 同条 第 ３ 項 の規 定に  

大治町下水道事業受益者負担に関する条例 

6  －  5 8  
  

 



様式第1号（第3条関係）                                                                        
                          下水道事業受益者申告書          
住所  
                     大治町長    殿 

           

氏名         様    大治町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第 3 条の規定により次のとおり申告します。  
 年  月  日 

                                                土地所有者  住所 
                                                又は代表者   
                                                       氏名              ㊞ 
                                                       （電話              ） 
 

受 益 地 土地所有者以外の受益者（権利者）又は土地所有者の代表者 
整理 
番号 土地の所在地 登記地目 

地積(㎡) 代表者 権利の種類 権利地積(㎡) 権利者の住所・氏名 確認印 
現況地目 

  
 

 有・無 １ 賃貸借 
２ その他  

住所 
 

 氏名          電話 

  
 

    
  

  

  
 

    
 

 
  

  
 

    
 

 
  

  
 

    
  

  

(注) １ この申告書は、大治町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3条の規定により、土地所有者から提出していただくことになっています。 
   ２ この申告書は、現在の公簿に基づき、あなたの所有地を記入しています。もし誤りがあれば訂正してください。 

３ この申告書は、必ず期限までに提出してください。提出がない場合は、大治町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第１６条の規定により町長が受益者を認定します。 
４ 同一の土地について2人以上の受益者がある場合は、代表者を定めて申告してください。 

 

賦課年度   
申告書番号  
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様式第２号（第５条、第７条、第９条関係）                                         
                         下水道事業受益者負担金        通知書 
住所     
                                                                                                                                              

 氏名             様                                                年  月  日                                                               
                  あなたの受益者負担金について次のとおり決定しましたので通知します。  
                                                           大治町長          印 
                                                                                                           
整理 
番号 土地の所在地 登記地目 受益地積 

(㎡) 
受益者負担金額 

(円) 
減免決定金額 徴収猶予決定額 

（円） 
差引負担金額 

(円) 備考 
現況地目 減免率(％) 減免額(円) 

  
 

         

           

           
           

           
  合  計        

  
減免を承認する土地の整理番号 減免承認理由 減免率(％) 
       

 ※ この決定通知書を受け取ってから負担金を納付するまでに、減免承認理由が変更又は消滅した場合は、遅滞なくその旨を町長へ届け出てください。 
猶予を承認する土地の整理番号 猶予承認理由 猶予期間 
      年  月  日～  年  月  日 

※ 徴収猶予承認理由が消滅した場合（係争地については、解決後）は、遅滞なくその旨を町長へ届け出てください。 
この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の 

翌日から起算して3か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 
 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起する  

ことができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ 
なくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま 
す。 

賦 課 年 度   
申告書番号  
受益者番号   

納期限 年  月  日 

決    定 
徴収猶予決定 
減 免 決 定  
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様式第3号（第7条関係） 
                     下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書  
 
大治町長    殿 

           

 

             大治町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第７条の規定により次のとおり申請します。  
  年  月  日 

                                                    受益者 
住所 

                                                   
                                                     氏名                  ㊞ 
                                                      （電話                ） 

 
申請理由  

徴収猶予期間 年  月  日 ～    年  月  日 

土地の所在地 登記地目 現況地目 受益地積(㎡) 徴収猶予の金額（円） 備考 

 
      

      

      

      

      

  合  計    
(注)  １ この申請書は、下水道事業受益者申告書（様式第1号）と同時に提出してください。 

２ この申請書は、下水道事業受益者申告書（様式第1号）に記入した受益者ごとに作成してください。 
３ 賦課年度と申告書番号の欄には、下水道事業受益者申告書（様式第1号）に 記載されている年度及び番号を記入してください。 

賦 課 年 度   
申告書番号  
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様式第４号（第７条、第８条、第１０条、第１２条関係）  
                                   
住所                    下水道事業受益者負担金            通知書 
                                                   
氏名            様                                                    年  月  日  

                 あなたの受益者負担金について次のとおり更正又は変更しましたので通知します。  

                                                       大治町長          印                                                                                                           

 整理

番号 土地の所在地 登記地目 現況地目 受益地積 
(㎡) 

受益者負担金額 
(円) 

減免決定金額 徴収猶予決定額 
（円） 

差引負担金額 
(円) 

備

考 減免率(％) 減免額(円) 
前 

 
         

 
後          
前 

 
         

 
後          
前 

 
          

後          

合    計 
前        
後        

 納期限 年  月  日 前後の差額   
                                                        
減免を変更する土地の整理番号 理     由 減免率(％) 

     
 

この通知書に不服のある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます(なお、この通知があったことを知った日 
の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)。 
この通知書については、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、処分の取消しの訴えを提起す 

ることができます(なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで 
きなくなります。)。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができ       

ます。 

賦 課 年 度   
申告書番号  
受益者番号   

猶予を変更する土地の整理番号 理     由 猶予期間 
    年  月  日～年  月  日 

更 正 決 定  
徴 収 猶 予 取 消  
期 間 満 了  
減 免 取 消  
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様式第７号（第１１条関係）                                                
                            下水道事業受益者変更届          
    大治町長    殿 

                                                    
              大治町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第１１条の規定により次のとおり届け出ます。  

 年  月  日 
              新受益者                                    旧受益者 
                住所                                      住所 
                                                     
                氏名          ㊞                           氏名          ㊞ 
               （電話          ）                          （電話          ） 
 

(注) １ 賦課年度と申告書番号の欄には、下水道事業受益者申告書（様式第1号）及び下水道事業受益者負担金決定・徴収猶予決定・減免決定通知書（様式第2号）に 記載 
されている年度及び番号を記入してください。 

２ 旧受益者には、下水道事業受益者申告書（様式第1号）及び下水道事業受益者負担金決定・徴収猶予決定・減免決定通知書（様式第2号）に 記載されている受益者 
を記入してください。 

３ 同一の土地について2人以上の受益者がある場合は、代表者を定めて届け出てください。 

賦 課 年 度   
申告書番号  
受益者番号   

土地の所在地 登記地目 現況地目 地積(㎡) 変更年月日 変更理由 
該当する番号を○で囲んでください。 備考 

     
１ 相続     ２ 贈与  
３ 代表者の変更 ４ 売買  
５ その他（      ）  

 

     
１ 相続     ２ 贈与  
３ 代表者の変更 ４ 売買  
５ その他（      ）   

 

     
１ 相続     ２ 贈与  
３ 代表者の変更 ４ 売買  
５ その他（      ）    

 

     
１ 相続     ２ 贈与  
３ 代表者の変更 ４ 売買  
５ その他（      ）   

 

     
１ 相続     ２ 贈与  
３ 代表者の変更 ４ 売買  
５ その他（      ）   
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様式第８号（第１３条関係）                                             
 
                          下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書          
住所  
                                                                                  

年  月  日  

氏名          様                                                    
               あなたの受益者負担金について次のとおり負担金の過誤納付の還付金が生じましたので通知します。  
 
                                                           大治町長          印 
                                                                                                           

                                                       
    
この通知書に不服のある場合には、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます（なお、こ              

の通知があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をすることができなくなり            

ます。）。 
この通知書については、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、町を被告として（訴訟において町を代表する者は町長となります。）、            

処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この通知があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この通知の日の翌日から起算             

して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった              

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 

賦 課 年 度   
申告書番号  
受益者番号   

理 由  

領収日 
納付済額 納付すべき額 還付される過誤納金 

負担金額(円) 督 促 手 
数料（円) 延滞金(円) 負担金額(円) 督 促 手 

数料（円） 延滞金(円) 負担金額(円) 督 促 手 
数料（円) 延滞金(円) 加算金(円) 
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第 6 章 関係法令 

め試験又は更新講習の日時等を公示しなければならない。  
（事務連絡会）  
第２０条  町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保す

るため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。  
（雑則）  
第２１条  この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 
   附  則  
 この規則は、公布の日から施行する。  
 附  則  
 この規則は、平成２４年７月９日から施行する。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大治町下水道排水設備指定工事店規則 

6  －  81  
 
 

 



第 6 章 関係法令 

様式第１号 (第４条、第７条関係 )  
 

下水道排水設備指定工事店指定申請書 (新規 ･更新 )  
 
                         年   月   日  
 
 大治町長     殿  

 

申 
 

 

請 
 

 

者 

営業所所在地  

商号又は名称  

ふ り が な 

代 表 者 氏 名 

電 話 番 号 

 

 

 

 

  

                 ㊞  

営 業 所 名 

電 話 番 号 

 

                 

〔添付書類〕  

１  申請者（法人の場合は代表者）が成年被後見人若しくは被保佐人又は

破産者で復権していないものでないことを証する書類  

２  申請者（法人の場合は代表者）の住民票の写し及び経歴書  

３  法人の場合は、定款及び登記事項証明書  

４  営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 (様式第２号 ) 

５  専属する責任技術者名簿（様式第３号）  

６  設備及び器具を有していることを証する書類 (様式第４号 ) 

７  納税証明書 (住民税及び固定資産税 ) 

(注 ) １  指定の更新の場合には、「営業所名」とあるのは、「指定工事店名」

と読み替える。  
    ２  登記事項証明書とは、商業登記現在事項証明書のこと。  

３  成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で 復 権 し て い な い も

のでないことを証する書類とは、「身分証明書」若しくは「身元証

明書」及び「登記されていないことの証明書」のこと。  
 

大治町下水道排水設備指定工事店規則 

6  －  82  
 
 

 



第 6 章 関係法令 

様式第４号 (第４条関係 )  
 

工事の施工に必要な設備及び器具を有していることを証する書類  
 
                       年   月   日  現在  

 種  別   名  称  型式及び性能  数量  備考  

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

          

     

(注 ) 種別の欄には、「管の切断用の機械器具」、「管の加工用の機械器具」

又は「接合用の機械器具」の別を記入すること。  
    別添、保有資機材について写真を添付すること。  
 
 

大治町下水道排水設備指定工事店規則 

6  －  85  
 
 

 



第 6 章 関係法令 

様式第５号（第５条関係）  
 

下水道排水設備指定工事店証  
 
                               年   月   日   
 
                     大治町長          印  
 

次の者を大治町下水道排水設備指定工事店規則第３条の規定により、  
大治町下水道排水設備指定工事店として指定する。  

 

指定 (登録 )番号   第           号  

指定工事店名   

指定工事店所在地    

代表者氏名    

指定期間  

  年     月     日から  

  年     月     日まで  

 
 
 
 
 
 

大治町下水道排水設備指定工事店規則 
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第 6 章 関係法令 

様式第８号（第９条関係）  
 

下水道排水設備指定工事店異動届  
 
                          年   月   日   
 
 大治町長     殿  

指定 (登録 )番号  第         号  
指 定 工 事 店 名            
代 表 者 氏 名           ㊞  

 

異動事項  新  旧  

商号又は名称      

営業所名      

〔添付書類〕 

 １ 法人の場合は、定款及び登記事項証明書 

 ２ 下水道排水設備指定工事店証（様式第５号） 

 ３ 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証 

営業所所在地  

電話番号  電話番号  

〔添付書類〕 

 １ 法人の場合は、定款及び登記事項証明書 

 ２ 個人の場合は、申請者の住民票の写し（営業所が住民票記載の住所以外の場合 

は、それを証明する書類） 

 ３ 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図（様式第２号） 

 ４ 下水道排水設備指定工事店証（様式第５号） 

代表者氏名      

〔添付書類〕 

 １ 住民票の写し 

２ 法人の場合は、定款及び登記事項証明書 

 ３ 下水道排水設備指定工事店証(様式第５号) 

 ４ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していないものでないこと 

を証する書類 

専属する責任技術

 

    

〔添付書類〕 

 専属する責任技術者名簿（様式第３号）  

（注）登記事項証明書とは、商業登記現在事項証明書のこと。  

大治町下水道排水設備指定工事店規則 
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第 6 章 関係法令 

様式第９号（第１３条、第１６条関係）  
 

下水道排水設備工事責任技術者（新規・更新）登録申請書  
 
                          年   月   日  
 
 大治町長     殿  

 

申 
 

 

請 
 

 

者 

ふ り が な 

氏 名 
           ㊞   

写    真  

 

生 年 月 日   年   月   日生  

住 所  

電 話 番 号  

登  録  番  号

（登録更新者のみ）  
 第       号  

専
属
す
る
勤
務
先 

指定 (登録 )番号   

指 定 工 事 店 名  

所 在 地  

電 話 番 号  

〔添付書類〕 

 １ 住民票の写し及び経歴書 

 ２ 写真（最近３月以内に撮影した上半身のもの。縦３cm×横２.４cm）２枚（1枚を

この様式にはり付け） 

 ３ 責任技術者試験の合格証の写し又は更新講習受講修了証の写し及び大治町下水

道排水設備工事責任技術者証（様式第１０号。登録更新の場合） 

 ４ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していないものでないことを

証する書類 

 ５ 指定工事店との雇用関係を証する書類 

(注) 新規指定の場合は、指定(登録)番号は記入不要。また、「指定工事店」とあるのは、「営業所」と読み替える。 

成 年 被 後 見 人 若 し く は 被 保 佐 人 又 は 破 産 者 で 復 権 し て い な い も の で な い こ と を 証 す る 書  

類 と は 、「 身 分 証 明 書 」若 し く は「 身 元 証 明 書 」及 び 「 登 記 さ れ て い な い こ と の 証 明 書 」の

こ と 。  

大治町下水道排水設備指定工事店規則 

6  －  90  

 

 

 
 

 



第 6 章 関係法令 

様式第１（第７条関係）  
 

水洗便所改造資金等融資あっせん申込書  
 

年   月   日  
 

 大治町長     殿  
住   所             

申込者  氏   名           ㊞  
電話番号             

 
 次のとおり申し込みます。  

申 込 金 額  円  

希 望 す る 取 扱

金 融 機 関 名   

連 帯 保 証 人  
住所  

 
 

氏名          ㊞  電話  
番号   

建 物 所 有 者 の

承 認  

住所  
 
 

氏名          ㊞  電話  
番号   

工 事 場 所  
 
 

工 事 期 間  年   月   日から   年   月   日まで  

工 事 費 見 積 額  円  

排 水 設 備 指 定

工 事 店   

添 付 書 類  
１  連帯保証人の印鑑証明書の写し  
２  申込者の町税納税証明書  
３  工事費見積書の写し  

※  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。  
 

大治町水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する要綱 

6  －  107  

 

 
 

 



第 6 章 関係法令 

様式第２（第８条関係）  
 

水洗便所改造資金等融資あっせん決定通知書  
 

第      号   
年   月   日   

 
          様  
 

大治町長           印  
 

  年   月   日付けで申込みのありました水洗便所改造資金等融

資あっせんについて、次のとおり決定しましたので通知します。  
 

決 定 区 分  承認・却下  

却 下 理 由   

あ っ せ ん 予 定 額  円  

取 扱 金 融 機 関 名  
 
 

あ っ せ ん 時 期  工事の完了検査合格後とする。  

あ っ せ ん 条 件  
大治町水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子  

補給に関する要綱による。  

備 考  
 
 

こ の 処 分 に つ い て 不 服 が あ る 場 合 は 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の

翌 日 か ら 起 算 し て ３ か 月 以 内 に 、 大 治 町 長 に 対 し て 審 査 請 求 を す る こ と が で

き ま す 。  

ま た 、 審 査 請 求 の ほ か 、 こ の 処 分 が あ っ た こ と を 知 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算

し て ６ か 月 以 内 に 、 大 治 町 を 被 告 と し て （ 訴 訟 に お い て 大 治 町 を 代 表 す る 者

は 、 大 治 町 長 と な り ま す 。） 処 分 の 取 消 し の 訴 え を 提 起 す る こ と が で き ま す 。 

 

大治町水洗便所改造資金等融資あっせん及び利子補給に関する要綱 
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